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【質問①】 

・資料名 

  システム・機器仕様書 

・頁数・項目 

  P.６ ２．１ 震度情報処理装置（３）主要機能 キ 外部出力 

・質問内容 

  任意システムとは具体的にどのようなシステムを想定されているでしょ

うか。また、該当するシステムのインターフェース等の仕様情報開示をお願

いいたします。 

 

【質問②】 

・資料名 

  システム・機器仕様書 

・頁数・項目 

  P.６ ２．１ 震度情報処理装置（７）その他 

・質問内容 

  可用性向上耐対策は、可用性向上対策の誤記でしょうか。 

 

【質問③】 

・資料名 

  システム・機器仕様書 

・頁数・項目 

  P.６ ２．１ 震度情報処理装置（７）その他 

・質問内容 

 システム更新期間にて新旧平行運用を行うに当たり、気象台接続ポートは

２ポートご用意していただける解釈でよろしいでしょうか。 

 また、消防庁も同様に２ポートご用意していただける解釈でよろしいでし

ょうか。 

 

 

【質問④】 

・資料名 

  システム・機器仕様書 

・頁数・項目 

  P.８ ２．３ 計測震度計（４）機器仕様 ア 計測部 

・質問内容 

  （ｳ）計測範囲の単位がgqlとなっておりますが、galのごきでしょうか。 

 

【質問⑤】 

・資料名 



  システム・機器仕様書 

・頁数・項目 

  P.８ ２．３ 計測震度計（４）機器仕様 ア 計測部 

・質問内容 

  （ｴ）算出データの記載に成分別最大加速度が二つありますが、一方は加

速度ではなく速度でしょうか。 

 

【質問⑥】 

・資料名 

  システム・機器仕様書 

・頁数・項目 

  P.１１ ２．８ 分岐処理表示装置 

（２）分岐処理表示装置 

・質問内容 

  分岐処理表示装置のデータ収録について、気象庁計測震度計からの送信

データには波形データは含まれない認識ですが、「波形収録１分波形ファイ

ル（WIN32）500件」は対象外でよろしいでしょうか。 
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【質問①】 

任意のシステムは提示されているシステムを含んだ情報ネットワーク上の

システムです。具体的には、契約後協議のうえ決定します。基本的には、研

究機関等で使用する波形データを取り出すこととしています。 

 

【質問②】 

ご指摘のとおり誤記ですので、「可用性向上対策」が正です。 

 

【質問③】 

平行運用の詳細については、契約後の協議により決定します。 

 

【質問④】 

ご指摘のとおり誤記ですので、「gal」が正です。 

 

【質問⑤】 

成分別最大加速度は、片方は不要です。 

 

【質問⑥】 

ご指摘のとおり対象外です。 
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１． 入札説明書 4頁 8 入札保証金 

「岡山県財務規則（昭和 61 年岡山県規則第８号）第 131 条及び第 133 条

の規定による。」と記載がありますが、「岡山県財務規則第 133 条 三 第

百三十条第一項の一般競争入札の参加者の資格を有し、かつ、契約を締結し

ないこととなるおそれがないと認められるとき。」に該当するか否かの判断

は事前に手続等をする必要があるのでしょうか。 

手続が必要であれば、ご教示いただきたいです。 

また保証金の支払が必要な場合、支払期限及び支払方法をご教示ください。 

 

２． 完成図面の作成ソフトに指定はありますでしょうか。 

Visio及びパワーポイントでの作成を想定していますがよろしいでしょうか。 

 

３．震度計の計測部を設置する基礎は流用する想定だが、基礎が腐食してい

たり、クラックが入っているなど流用が難しい場合は、設計変更（別費用）

で基礎を補修及び再作成する認識でよろしいでしょうか。 

 

４．撤去品を廃棄する場合は別途契約で産廃を行う認識ですが、その場合い

撤去品の産廃までの保管は県指定の場所で保管する認識でよろしいでしょう

か。 

 

５．LTEルータ、処理部、UPSの設置場所はサーバーラック内の認識でよろし

いでしょうか。機器収容箱等を新設する必要はない認識でよろしいでしょう

か。 

 

６．配線工事を各庁舎で実施しますが、配線経路上の天井・壁・床等の石綿

の事前調査結果はいただける認識でよろしいでしょうか。 
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１．入札保証金に関する事前の手続きは必要ありません。入札保証金が必要

かどうかは、岡山県財務規則第133条の規定に該当するかを県が事前審査する

際に判断し、必要な場合は別途指示し、支払期限及び支払方法もその際指示

します。 

 

２．完成図については、配線図等の図面（震度計図面のPDFに該当する箇所）

はCADでの作成が必須です。VISIO等での作成は認めません。 

 

３．基礎が腐食していたり、クラックが入っているなど流用が難しい場合は

、設計変更の対象とします。 

 

４．撤去品の廃棄のやり方については、契約後協議のうえ決定します。 

 

５．処理部、UPSについては、サーバーラックにおいているとは限りません。

壁掛けのところが多いです。UPSは、震度計用の台においているところが多い

です。現状と合わせたと置き方と考えています。LTEルータは、モデムと同じ

ところに置く想定をしています。 

 

６．石綿の事前調査結果は、震度計設置箇所の管理者に提供してもらう予定

ですが、調査をしていない場所がある場合は、本事業で調査します。その場

合に必要となる費用は、委託費に含まれています。 

 

 


